




このように従来のJASS O奨学金は基本的にエリ ー ト時代の育英主義のままであり、 高等教育のマス

段階への対応が不可避だったのである。

ただ、 公的な学生への経済的支援、 とりわけ給付型奨学金の創設には、 批判や反対論ち根強い。 筆者の

みるところ、 異なる評価の背景には教育、 特に高等教育に対する考え方の相違がある。
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一つは、 高等教育のコストは誰が負担すべきかという考え方の相違である。 臼本では教育は親や家族の

責任という考え方が極めて強い。 これが教育費は家計で負担すべきだという負担観に結びつき、 そのコイ

ンの裏側として高等教育費の公的負担が少ない。 経済協力開発機構（OECD）によれば日本の高等教育

費の家計負担はチりに次いで重い。 対極にあるのが、 教育は社会的に重要であり社会が支えるべきだとい

う公的負担論である。

ちう一つは、 教育を投資とみるか、 消費あるいは福祉とみるかという相違である。 後者の立場に立て

ば、 給付型奨学金は低所得層対策であり、 所得の再分配政策である。 一方、 教育を投資としてみると、 所

得と学力の相関が極めて高いために、 低所得層の教育の効果は薄く、 給付型奨学金はばらまきで無駄とい

う意見につながりかねない。

こうした批判や反対論に対して、 これまで政府ち大学ち学費・授業料の減免や奨学金の経済効果、 休

学・中退防止効果を必ずしち明確に把握してこなかった。 政府や大学は奨学金が持つ社会的・経済的効果

を明らかにする必要がある。

奨学金を巡る議論は、 学生支援という観点だけではなく、 授業料減免や大学への補助のあり方の検討に

つながる。 国立大学では運嘗費交付金が減少する一方で、 授業料減免制度が04年度の約175億円から16年

度には310億円へと大幅に拡充されたことはあまり知られていない。 これは給付型奨学金とは別個の政策

として進められてきた。

そろそろ私立大学への国庫助成を含め、 高等教育の公的負担のあり方を総合的に検証する時期に来てい

るのではないだろうか。 機関補助と個人補助との組み合わせや、 教育と研究の費用負担など高等教育財政

のあり方の包括的な検討である。 これは究極的には高等教育費の公的負担と私的負担のあり方を問う、 つ

まり高等教育のコストを誰がどのように負担するかという議論にちつながる。

2月からの次期中央教育審議会では高等教育のグランドデザインを検討する。 高等教育費負担のあり方

について議論が進むことを期待したい。
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